


　序　文

国際協力事業団は、ボリヴィア共和国政府からの技術協力の要請を受け、

平成１０年１０月から同国においてボリヴィアタリハ渓谷住民造林・浸食防止

計画を開始しました。

このたび当事業団は、本計画の今後の実行計画を協議・検討するため、平

成１１年５月１６日から２７日まで、林野庁業務部経営企画課監査官　中岡

茂氏を団長とする運営指導調査団を同国に派遣しました。調査団は、ボリヴィ

ア共和国政府関係者や派遣専門家らと協議を行うとともに、プロジェクト・サ

イトでの現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て調査結果を本報告書に取

りまとめました。

今回の調査・協議の結果が本計画の協力目標達成に役立つとともに、この

技術協力事業の実施が今後の両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを

期待いたします。

終わりにこの調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心

から感謝の意を表します。

　　平成１１年１２月

国 際 協 力 事 業 団

理 事 　 後 藤 　 洋















調査概要

１－１．調査の目的

プロジェクト及び先方機関との協議を踏まえ、モニタリング・評価計画

書を取りまとめ署名交換するとともに、活動の進捗状況を把握し、今後

の運営管理に関する助言・指導を行う。

１－２．調査団員

　　　総括 林野庁国有林部経営企画課監査官 中岡　茂

　　　計画管理ＪＩＣＡ林業水産開発協力部林業技術協力課 滝　勝也

１－３．調査日程

　５月１７日（月）　　ラパス着

　　　１８日（火）　　ＪＩＣＡ事務所打ち合せ

　　　１９日（水）　　移動（ラパス→タリハ）、現地視察

　　　２０日（木）　　専門家との打ち合せ、Ｃ／Ｐとの協議

　　　２１日（金）　　ミニッツ署名、現地視察

　　　２２日（土）　　現地視察

　　　２３日（日）　　資料整理、サンタクルスへ移動

　　　２４日（月）　　ボリヴィア農業試験場（CETABOL）視察

　　　２５日（火）　　サンタクルス発

１－４．主要面談者

　Juan Carlos Grageda Soto　PERTT（タリハ県土地復旧事業計画事務所）

所長

　Jorge Goitia　〃　　　プロジェクトコーディネーター

　Jorge Paita　〃　　　浸食防止Ｃ／Ｐ

　Omar Montero 　〃　　　住民造林Ｃ／Ｐ

　Mabel Hiza　〃　　　社会林業Ｃ／Ｐ

　田畑　卓爾 プロジェクトチーフアドバイザー／社会林業専門家

　糸谷　亘 業務調整

　渡辺　一比古住民造林専門家

　山中　博樹 浸食防止専門家



　熊倉　晃 ＪＩＣＡボリヴィア事務所　所長

　小原　学 　所員

　玉城　輝彦 　所員

　佐佐木　健夫　 CETABOL次長

　小森　ウゴ 　通訳

１－５．調査結果の概要

１）モニタリング・評価計画書を署名交換した。

２）タリハ県の財政破綻の責任から県知事が辞任する予定である。このことが

プロジェクトの運営に支障をきたすことを現地専門家が不安視していることも

あり、①Ｃ／Ｐの継続配置、②ボリヴィア側の十分な予算措置、③供与機材の

プロジェクトへの優先利用をミニッツで確認した。

３）供与した機材を安全に格納する建物建設にかかる日本側経費負担の要望が

あった。

４）CETABOLとは本プロジェクトとの連携について、積極的に進めていくこ

とが望ましい。

１－６．モニタリング・評価計画書及び年度別活動計画

（１）ＰＤＭ、ＰＯについては、長期調査時に作成されたものと基本的な構成

は変らないが、長期専門家が現地で活動する中で若干の修正がなされた。大き

な変更点として、

１）小規模苗畑に関しては、人員の不足及び、水源の未確保ということ、また、

現在ＰＥＲＴＴ直営の苗畑で充分な供給が出来ることから削除された。ただし、

対象地域周辺への協力成果の普及にあたっては、小規模苗畑が必要な場合も想

定されることから、今後の状況に応じて要すれば、協力活動に組込むこととす

る。

２）当初計画では「治山技術を改良・開発する」とあったもののうち、「砂防

ダムを中心とした治山施設の設計・施工技術を改良する」と砂防ダムに関する

活動を別項だてた。これは、治山技術の中で中心的な協力活動となるアースダ

ムの設計、施工を明確にする必要があることによる。



（２）年度別活動計画（ＡＰＯ）について

　本年２月のダム決壊によるアースダムの標準構造・作業仕様の見直しのため、

浸食防止工事等について、作業工程の見積りにはかなりの困難があり、現在作

成されている１９９９年度の年間活動計画は流動的である。

２．調査の総括

２－１．プロジェクト予算の確保

　プロジェクト予算に関して責任を有するタリハ県は、最近、財政が破綻状態

にあることが露呈し、その責任をとって近々県知事の辞任が予定されており、

プロジェクト予算への悪影響も懸念される状況にあった。しかし、タリハ県土

地復旧事業計画事務所（ＰＥＲＴＴ）所長は、実施協議調査時のミニッツにも

あるように、ボリヴィア側はプロジェクト活動に対して十分な予算を配付する

こととしており、プロジェクトの運営についてはいささかも心配ないと自信を

示した。この件に関しては、今回のミニッツにおいて、プロジェクトの毎年度

の運営に係る予算の確保について確認した。

２－２．Ｃ／Ｐの確保

高い技術力を有するＣ／Ｐについては、効率的な技術移転のために、ＰＥＲ

ＴＴによるその雇用の維持は不可欠であるが、民間企業等からの有利な雇用条

件での引き抜き工作などもあり、困難な事態に直面している。この件に関して、

ＰＥＲＴＴ所長に十分申し入れるとともに、ミニッツにおいて確認した。また、

Ｃ／Ｐ研修員受入にあたっては、研修後少なくとも２年間は移籍しないことを

契約書で事前確認する等、Ｃ／Ｐ定着のための具体的対応を検討する必要があ

る。

２－３．機材の適正な管理

折しも建設機械等の供与機材が現地に届いたところであり、ＰＥＲＴＴ側の

期待には大きなものがあった。しかしながら、ややもすると政治的道具として、

本来の目的以外に使用される懸念があることを専門家側では心配している。ま

た、専門家の事務所でパソコン等の機器が盗難に遭うという事件も発生してお

り、建設機械等の保管にも十分配慮する必要がある。ＰＥＲＴＴ側からは、こ

れに関して、保管倉庫建設費の日本側負担を強く望んでいる。



供与機材については、プロジェクトの目的達成のために使用することをＰＥ

ＲＴＴ側も理解しており、ミニッツにおいて確認した。なお、①プロジェクト

において供与機材の使用に余裕の出た場合及び非常災害時等緊急に供与機材の

使用が必要になった場合は、日本側専門家と協議の上、目的外の使用もできる

ようルール化して対処すること、②供与機材の適正な使用を確認するための機

械使用日誌等の記載、について調査団より専門家に対し指導した。

　供与機材の保管庫については、ＰＥＲＴＴ側から強い要望のあることをミニ

ッツに記載した。

２－４．住民の協力体制の醸成

　プロジェクトの実施については、対象地域の土地所有者であり、かつ造林・

浸食防止事業への労働力提供者であり、施設等の完成後の維持管理に主体的な

役割を果たす地域住民の理解と協力を得るため、啓蒙普及活動事業による先進

地視察（スクレ、コチャバンバ）を行ったところ、住民の不信感を払拭し意欲

を引き出すなど大きな成果を得ている。

　プロジェクト対象地周辺でも、アースダムの貯水池を利用した簡易な灌漑に

より、乾期でも畑作を行っており、その利用者である住民により、アースダム

の法面の浸食防止の植生工が行われ、意欲的に維持されている例があった。

しかしながら、今回の現地調査において、アースダム予定地の測量杭が何者

かによって引き抜かれているのが発見されるなど、まだまだ住民の理解も十分

でないことが想像される。

ＰＥＲＴＴによれば、全域が私有地であり、尾根から谷にかけて例えば幅

１００ｍというように一定の幅の細長い帯状に所有区分がなされているという。

したがって、アースダムや貯水池の敷地に収用される土地所有者に対する補償

の問題等が発生する恐れがあるが、貯水池を利用した灌漑による直接的な利益

と、付近を通る送電線からの配線、所有地の登記の実施（現在は未登記）の利

益誘導－余りプロジェクトとは関係のない－によって、地元住民の協力体制の

確保が図れるものとしている。専門家側は、土地問題に関しては、ＰＥＲＴＴ

側が強い指導力を発揮して、専門家が直接介入するのは避けるべきとしてい

るが、プロジェクトの円滑な実行を左右する問題であるだけに、注意深く見

守り、ＰＥＲＴＴ側に必要な助言をする旨指導した。



２－５．アースダム等

　現地は、厚い泥の未固結の堆積層であることから、ダム系の構造物は、地盤

の性質に適応した柔軟性のあるもの、すなわちアースダムや石積み堰堤などが

適当であると指摘されてきている。そして、堆砂と貯水兼用であればアースダ

ム工、浸食防止用であれば空石積み工又は布団かご工となる。

（１）アースダム

　本年２月、大雨によりＰＥＲＴＴが造成したアースダム２基が決壊した。原

因については、ア）不透水性のコアがない、イ）転圧が不十分（５０～６０cm

の撒きだしを重機で２～３回転圧）、ウ）樹木など異物が混入、エ）設計がな

くオペレーターによる現場合わせで法勾配が急、ということであった。

　対策としては、できるだけ現場の実態に沿った簡明な手法を基本とすること

とし、専門的技術者により標準的な構造を提案すべきである。その際、ア）た

とえ決壊しても近隣に保全対象がないことから必要以上に安全率を高めること

は非効率であること、イ）現場の土、砂利等について、土質試験を実施し、フ

ィル材料としての応用性について検討し、その積極的利用を考慮すること、ウ）

土質試験の結果により、天端厚、法勾配等のダムの諸元と盛り土、転圧等の施

工方法を決定すること、等に留意することとし、現場合わせであってもそれな

りの強度の発揮できるものを提案すべきであり、日本式の詳細精緻な手法をそ

のまま持ち込むべきではない。

（２）浸食防止用ダム

　簡便で効果的な工法は、布団かご工であるが、中詰め用の玉石等が下流の河

原からの運搬を要し、鉄線の編み機の供与が必要である。吸い出し防止シート

を併用すれば、現地の土の利用が可能になるが、調達が問題である。

また、土のう積み工も現実的である。ポリエチレン製の土のうに現場発生の

土を詰めて積み上げればよい。日本では１トン詰めの大型土のうが販売されて

おり、施工上効率的であるが、通常の土のうが３０円程度であるのに対し、１

トン土のうは２,５００～３,０００円とかなり高い。ボリヴィアで調達できる

ものか、なければ注文生産可能か安価に入手する方法を調査検討してみる必要

がある。

２－６．住民造林

　ガリ頭部のテラス等に浸食防止を目的に植栽する草本類及び木本類について



は、気象及び土壌条件に適合したものであり、かつ住民への福利も念頭に置い

て、種類を選定すべきである。特に、耐乾性、耐痩性に優れたもので、かつ食

用やヤギの飼料等に適するものとしては、ソバ、チャ、クズなどが考えられ、

その他郷土種とあわせて、導入を検討する。

　また、造林樹種としては、やはり住民の利用が早期に図れるユーカリ等の早

成樹種が適当であり、住民による自主的な造林を促進させる要因となる。

３．今後のプロジェクト活動における留意点

３－１．住民の協力体制の確立

　土地所有者であり、浸食防止・造林事業の担い手であり、浸食防止施設・造

林地等の維持管理の主体である住民の、プロジェクトに対する理解・賛同・参

加が、プロジェクトの成否に大きくかかわることから、Ｃ／Ｐと専門家が密接

な連携のもと、住民の生活水準の向上も念頭に置きつつ、住民の協力体制の確

立を図る必要がある。

３－２．現地の態勢に適応したアースダム等の設計施工基準の作成

　自然条件、社会条件、技術水準、資材の調達、経済性、時間的効率性等現地

の態勢を総合的に考慮して、合理的なアースダム等の設計基準・標準図（タイ

プごと）、施工基準（土質の良否、転圧、異物の除去等）、管理基準（植生導入

等法面の浸食防止対策等）を早期に作成するため、早期に土質試験を行い、短

期専門家の派遣や日本国内の試験研究機関における支援が今後も重要である。

３－３．造林樹種等の選定

　土壌の浸食防止用として、耐乾性、耐痩性に富み、しかも住民の利用に供し

得る木本類・草本類を積極的に導入する。
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